
興
行
場
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

奈
良
県
条
例
第
三
十
八
号

興
行
場
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

興
行
場
法
施
行
条
例
（
昭
和
五
十
九
年
九
月
奈
良
県
条
例
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

二
条
第
一
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
法
第
二
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て
興
行
場
営
業
を
営
む
者
（
以
下
「
営
業
者
」
と
い

う
。
）
が
当
該
興
行
場
営
業
を
譲
渡
し
た
と
き
は
、
当
該
興
行
場
営
業
を
譲
り
受
け
た
者
は
、
第
三

号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
変
更
が
な
い
事
項
の
記
載
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
条
第
一
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六

た
だ
し
書
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
興
行
場
営
業
を
譲
り
受
け
た
こ

と
を
証
す
る
旨

第
二
条
第
二
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
営
業
者
が
当
該
興
行
場
営
業
を
譲
渡
し
た
と
き
は
、
当
該
興
行
場
営
業
を
譲
り
受
け
た

者
は
、
当
該
興
行
場
の
構
造
設
備
を
明
ら
か
に
し
た
図
面
そ
の
他
規
則
で
定
め
る
書
類
の
う
ち
変
更

が
な
い
書
類
の
添
付
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
条
中
「
興
行
場
営
業
を
営
む
者
（
以
下
「
営
業
者
」
と
い
う
。
）
」
を
「
営
業
者
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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